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完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2022年 7月 8日を合併効力発生日として、当社の完全

子会社である株式会社ベクトルインベストメントアドバイザリー（以下「ベクトルインベストメン

トアドバイザリー」）を吸収合併（以下「本合併」）することを決議いたしましたので、以下のとお

りお知らせいたします。なお、本合併は完全子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事

項および内容を一部省略して開示しております。 

 

１．本合併の目的 

当社は、投資事業を行う子会社として、2020 年 8 月にベクトルインベストメントアドバイザリ

ーを設立いたしました。2022年 4月 14日付「投資の事業化および報告セグメントの名称変更に関

するお知らせ」にて開示しましたとおり、当社は投資を主たる事業と位置づけ事業化しており、事

業の一体運営による経営の合理化を図ることを目的として、ベクトルインベストメントアドバイザ

リーを吸収合併することといたしました。 

 

２．本合併の要旨 

（１）本合併の日程 

取締役会決議日 2022年 5月 20日 

合併契約締結日 2022年 5月 20日 

効力発生日 2022年 7月 8日（予定） 

※本合併は、当社においては会社法 796条第 2項に基づく簡易合併であり、ベクトルインベストメ

ントアドバイザリーにおいては会社法 784条第 1項に定める略式合併であるため、いずれも合併

契約承認に関する株主総会は開催いたしません。 

 

（２） 本合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ベクトルインベストメントアドバイザリーは解散いたし

ます。 

 

（３） 本合併に係る割当ての内容 

本合併は、当社の完全子会社との合併であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当ては

ありません。 

 



  

（４） 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

３．本合併の当事会社の概要（2022年 2月 28日現在） 

 存続会社 消滅会社 

(１)名称 株式会社ベクトル 株式会社ベクトルインベストメ

ントアドバイザリー 

(２)所在地 東京都港区赤坂四丁目 15番１号 東京都港区赤坂四丁目 15番１号 

(３)代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 

西江 肇司 

代表取締役 重田 秀豪 

(４)事業内容 PR業務代行・コンサルティング 投資事業 

(５)資本金 2,880百万円 15百万円 

(６)設立年月日 1993年 3月 30日 2020年 8月 19日 

(７)発行済株式数 47,936,100株 600株 

(８)決算期 2月末日 2月末日 

(９)大株主および持株比率 西江 肇司       39.39％ 

日本マスタートラスト信託銀行

㈱(信託口)        7.99％ 

㈱日本カストディ銀行(信託口) 

7.15％ 

㈱ベクトル        100％ 

(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績 

決算期 2022年 2月期（連結） 2022年 2月期（単体） 

純資産 16,178百万円 51百万円 

総資産 31,575百万円 52百万円 

１株当たり純資産 259.38円 85,947.66円 

売上高 47,351百万円 25百万円 

営業利益 5,248百万円 22百万円 

経常利益 5,201百万円 22百万円 

親会社株主に帰属する 

当期純利益/当期純利益 
2,071百万円 21百万円 

１株当たり当期純利益 43.46円 36,579.61円 

 

４．本合併後の状況 

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更

はありません。 

 

５．今後の見通し 

本合併は完全子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微であります。 

以 上 


